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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非接触作動および／または接触作動する、物体を検出するためのセンサ装置（５）を備
え、さらに、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗ－Ｌａｎ、ＺｉｇＢｅｅまたは他の無
線伝送方法のような、さらにＵＭＴＳ、ＤＥＣＴ、ＧＳＭ（登録商標）または他の移動無
線基準のような、無線信号（Ｓ）のための受信装置（７）、および不揮発性メモリを備え
た、吸込／掃除ロボットのような床（２）を清掃するための掃除機である場合を含む自走
式装置（１）の運転方法において、
　特定の送信装置（８）を識別する標識を、記憶されている標識として受信するか、また
は記憶されていない標識として受信するかに応じて、装置（１）の異なる操作が開始され
ること、並びに、
　検出された標識が指示されること、および／または、指示された標識の確認により不揮
発性メモリ内への標識の記憶が実行されること、を特徴とする自走式装置（１）の運転方
法。
【請求項２】
　記憶されていない標識を検出したとき、アラーム機能が作動されることを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　記憶されている標識を検出したとき、走行ルーチンが開始されること、および／または
、記憶されている標識を検出したとき、装置（１）の、静止位置への走行が開始されるこ
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と、を特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　装置（１）の操作の開始が、無線信号（Ｓ）の特定の強度に応じて行われることを特徴
とする請求項１ないし３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　装置（１）が、時刻および日付のような実際時間データの決定装置を有すること、およ
び検出された標識に、実際時間データが割り当てられること、および／または、装置（１
）が周辺の間取図を有すること、および検出された標識に、検出時点に間取図から決定さ
れた間取図データが割り当てられること、を特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記
載の方法。
【請求項６】
　標識と共に、割り当てられた時間データおよび／または割り当てられた間取図データが
、不揮発性メモリ内に記憶されることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の
方法。
【請求項７】
　非接触作動および／または接触作動する、物体を検出するためのセンサ装置（５）を備
え、さらに、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗ－Ｌａｎ、ＺｉｇＢｅｅまたは他の無
線伝送方法のような、さらにＵＭＴＳ、ＤＥＣＴ、ＧＳＭ（登録商標）または他の移動無
線基準のような、無線信号（Ｓ）のための受信装置（７）、および不揮発性メモリを備え
た、吸込／掃除ロボットのような床（２）を清掃するための掃除機である場合を含む自走
式装置（１）において、
　特定の送信装置を識別する標識を、記憶されている標識として受信するか、または記憶
されていない標識として受信するかに応じて、装置（１）の異なる操作が開始可能である
こと、並びに、
　検出された標識が指示されること、および／または、指示された標識の確認により不揮
発性メモリ内への標識の記憶が実行されること、を特徴とする自走式装置（１）。
【請求項８】
　記憶されていない標識を検出したとき、アラーム機能が作動可能であることを特徴とす
る請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　記憶されている標識を検出したとき、走行ルーチンが開始可能であること、および／ま
たは、記憶されている標識を検出したとき、装置（１）の、静止位置への走行が開始可能
であること、を特徴とする請求項７または８に記載の装置。
【請求項１０】
　装置（１）が、時刻および日付のような実際時間データの決定装置を有することを特徴
とする請求項７ないし９のいずれかに記載の装置。
【請求項１１】
　装置（１）が、検出時点に決定された、時間データおよび／または装置（１）内に記憶
されている間取図の間取図データと共に、検出された標識を記憶するために、不揮発性メ
モリを有することを特徴とする請求項７ないし１０のいずれかに記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、はじめに、好ましくは非接触作動および／または接触作動する、物体を検出
するためのセンサ装置を備え、さらに、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗ－Ｌａｎ、
ＺｉｇＢｅｅまたは他の無線伝送方法のような、さらにＵＭＴＳ、ＤＥＣＴ、ＧＳＭ（登
録商標）または他の移動無線基準のような、無線信号のための受信装置、および不揮発性
メモリを備えた自走式装置、特に吸込／掃除ロボットのような床を清掃するための掃除機
の運転方法に関するものである。
【０００２】
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　さらに、本発明は、このような装置に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　特に家庭領域内の、さらに特に掃除機または運搬機の形の、当該タイプの特に自走式装
置の運転方法が既知である。これらの装置は、（清掃）運転において、ユーザの係合なし
に作動することが好ましい。例えば命令伝送により、装置は例えば所定の部屋内を自走し
、これにより、その後において、好ましくは自動的に、プログラミングされた所定の走行
方式に従って例えば床を清掃することが可能である。この場合、装置は、さらに好ましく
は、装置内に記憶されている領域例えば住居の間取図、即ち、例えば装置を最初に利用す
る前に自動的に作成されるか、またはその代わりにユーザにより案内された学習走行中に
作成された間取図を利用して走行する。記憶されているマップ内に、通常の部屋の境界の
ほかに、特に収納家具またはその他の家具のような物体もまた記入されていることが好ま
しい。代替態様または補足態様として、装置は、間取図を自動作成するように形成されて
いてもよい。特に間取図を自動作成するために、さらに通常の走行中特に装置の清掃走行
中に障害物を検出するためにも、装置は少なくとも１つのセンサ装置を有し、このセンサ
装置により、障害物が、さらに装置の周辺のその他の物体が記録可能である。これに関し
て、超音波間隔測定または赤外線間隔測定を実行することがさらに既知であり、この場合
、通常の走行中においてまたは装置の停止時においてもまた得られた間隔値により、好ま
しくは記憶されている間取図を利用して、マップ内ないしは住居内における装置の一義的
な位置決定もまた可能となる。このために、センサ装置は、少なくとも領域上において、
装置の通常の走行方向における装置の前方に向けられている。さらに、特に垂直軸線の周
りに回転するセンサ装置により、さらに好ましくは回転式三角測量システムを利用して、
周囲の間隔測定が行われる方法が既知である。さらに、装置機能を開始させるべくユーザ
により例えばキー操作により送信される信号、特に例えば移動無線電話またはＮｏｔｅｐ
ａｄｓのような対応送信装置の無線信号、を受信するために、冒頭記載のタイプの受信装
置を備えたこのような装置が既知である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ドイツ特許公開第１０３５７６３６Ａ１号
【特許文献２】ドイツ特許公開第１０２００８０６１２５９Ａ１号
【特許文献３】ドイツ特許公開第１０２００８０１４９１２Ａ１号
【特許文献４】ドイツ特許公開第１０２００９０２３０６６Ａ１号
【特許文献５】ドイツ特許公開第１０２００９０４１３６２Ａ１号
【特許文献６】ドイツ特許公開第１０２００９０５９２１７Ａ１号
【特許文献７】ドイツ特許公開第１０２０１００００３１７Ａ１号
【特許文献８】ドイツ特許公開第１０２０１００００１７４Ａ１号
【特許文献９】ドイツ特許公開第１０２０１００１７６８９Ａ１号
【特許文献１０】ドイツ特許公開第１０２４２２５７Ａ１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の従来技術を考慮して、本発明の技術的課題は、さらに好ましくは装置の個々の機
能の相乗効果を利用して、当該タイプの方法を改善することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この課題の可能な解決は、特定の送信装置を識別する標識を、記憶されている標識とし
て受信するか、または記憶されていない標識として受信するかに応じて、装置の異なる操
作が開始されることが意図されている、方法における、第１の本発明による考え方により
与えられている。このために、好ましくは装置内に、さらに特に好ましくは装置内に設け
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られている不揮発性メモリ内に、特に、例えば移動無線番号、ＩＰ番号またはその他の標
識の形の、無線伝送方法における標識を識別するための、特定の送信装置を識別する標識
が記憶されていることが好ましい。特定の移動無線装置から受信し且つそれを識別するた
めに、不揮発性メモリ内に、これに関する移動無線呼出番号等が記憶されていることが好
ましい。提案された方法は、この場合、存在する自走式装置の個々の機能、即ちこのよう
な無線信号の受信を利用する。このような信号は、装置による受信後、対応する評価ソフ
トウェアを利用して、不揮発性メモリ内に記憶されている標識と比較されることが好まし
い。このような比較により、自走式装置は、装置に既知の、および既知でない、好ましく
はＨａｎｄｙｓ、Ｎｏｔｅｐａｄｓ等のような移動式装置の間で区別すること、および送
信装置により識別された標識に応じて、ユーザが意図的に送信装置により信号を介して命
令を伝達することなく、装置の異なる操作を開始すること、が可能である。即ち、特に記
憶されている標識を検出したとき、記憶されていない、したがって既知でない標識を検出
したときとは異なる装置の操作が開始され、この場合、記憶されている、したがって既知
の１つの標識の検出は、記憶されている、したがって既知の他の標識の検出においてとは
異なる装置の操作を開始可能であることがさらに好ましい。提案された方法により、特に
装置のユーザまたは他人による、装置の操作を開始するために送信装置を介した適切な命
令発信は必要ではない。むしろ、自走式装置の受信領域内に送信装置が存在しているだけ
で十分である。それに対応して、提案された方法は、好ましくは送信装置の存在にしたが
ってそれと共に行われる送信装置の標識の受信のみにより自走式装置の応答を可能にする
が、さらに、既知の命令入力ないしは無線等を介しての無線命令入力との組み合わせにお
いてもまた、自走式装置の応答を可能にする。
【０００７】
　以下に、本発明のその他の特徴が、図面の説明においてもまた、しばしば請求項１の対
象またはその他の請求項の特徴との好ましいその関連において説明されている。しかしな
がら、これらの特徴は、請求項１またはその他のそれぞれの請求項の個々の特徴のみとの
関連においても、またはそれぞれ独立にもまた、重要である。
【０００８】
　即ち、好ましい一形態において、記憶されていない標識を検出したとき、アラーム機能
が作動されるように設計されている。このアラーム機能は、好ましい一形態において、特
に有資格者による対応命令入力により、時間的に制限されて作動される。それに対応して
、送信装置の識別標識が装置の不揮発性メモリ内に記憶されていない送信装置の無線信号
が検出された場合、これは、この機能が働いているかぎり、自走式装置の周辺内に無資格
者が存在していると評価される。それに基づいて、例えば自走式装置が音響式および／ま
たは光学式アラーム信号を出力することにより、アラーム機能が自動的に作動されること
が好ましい。さらに好ましい形態において、自走式装置により作動化されたアラーム機能
によって、モニタ・カメラ等が、または場合により複数のこのようなカメラもまた作動化
され、これらのカメラの映像ないしはビデオ・ストリームが、自走式装置の外部の不揮発
性メモリ内に記憶され、および／またはＳＭＳを介しておよび／またはEメールを介して
移動無線装置に伝送される。さらに、インターネット内においてライブ・ストリームを介
して固有の標識を有するゲートへの画像の伝送もまた可能である。アラームにより伝達さ
れるべき情報の伝送は、冒頭記載のように、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗ
－Ｌａｎ、ＺｉｇＢｅｅ、ＵＭＴＳ、ＤＥＣＴまたはＧＳＭ（登録商標）のような同じ伝
送方法により行われることがさらに好ましい。さらに、他の一形態において、装置がディ
スプレイを備え、アラーム機能が作動したとき、ディスプレイ上に、記憶されていない送
信装置の標識の検出が、例えば対応するシンボルの表示および／またはシンボルの点滅に
より、および／または検出された標識の表示、例えば伝送され且つ検出された移動無線番
号等の表示によって指示される。
【０００９】
　さらに好ましい形態において、記憶されている標識を検出したとき、走行ルーチンが開
始される。それに対応して、記憶されている標識を検出したとき、自走式装置は、この標
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識を、装置の周辺における有資格者および／または記憶されている適格性を有する送信装
置の標識として検出する。記憶されている標識を検出したとき、対応する評価ソフトウェ
アを利用して、自走式装置内に記憶されている走行ルーチンが呼び出される。この場合、
記憶されているいずれの標識が検出されたかには無関係に、特定の走行ルーチンが開始可
能である。代替態様として、不揮発性メモリ内に記憶されている複数の標識に場合により
異なる走行ルーチンが割り当てられている場合、記憶されている１つの標識を検出したと
き、場合により、記憶されている他の標識を検出したときとは異なる走行ルーチンが開始
される。
【００１０】
　記憶されている標識を検出したときに開始される走行ルーチンは、記憶されている標識
がその中で検出された部屋を離れることであることが好ましい。好ましくは記憶されてい
る周辺特に住居の間取図により、自走式装置は、種々の部屋を区別することが可能である
。記憶されている標識を検出したとき、それに対応して、自走式装置は、有資格者の存在
を検出することが可能である。自走式装置は、記憶されている標識を検出したとき、装置
が、記憶されている標識を送信した送信装置がその中に存在する部屋を走行せず、ないし
はこの部屋を離れるような形で応答することが好ましい。それに対応して、特に装置の揮
発性メモリ内に記憶されている識別標識の好ましくは反復された送信を有する送信装置を
携帯している者の存在に応じて、自走式装置の作動の適合が与えられている。自走式装置
は、それに対応して、装置が、例えば床を清掃するための掃除走行ルーチンを呼び出した
時点に、プログラミングされる必要はない。提案された方法により、むしろ、装置は、有
資格者が家庭内にいつ存在するか、ないしは記憶されている送信装置を自身で操作する者
がその場からいついなくなるかを検出する。後者の場合、装置は、好ましくは自動的に、
例えば掃除ルーチンをスタートさせる。
【００１１】
　さらに、例えば移動無線電話等のような送信装置が、その識別標識が不揮発性メモリ内
に記憶されているかぎり、例えば部屋の境界を形成するための仮想の壁として利用されて
もよい。１つの部屋内におけるこのような送信装置の検出は、一形態において、自走式装
置の通常の掃除ルーチンからこの部屋を除外させる。代替形態において、これにより、対
応する装置のプログラミングに応じて、記憶されている標識に関連して、送信装置がその
中に存在する部屋が適切に掃除される。
【００１２】
　記憶されている標識を検出したとき、さらに特に、検出された記憶されている標識と共
にそのような走行ルーチンが記憶されている場合、装置の、静止位置への走行が開始され
る。即ち、記憶されている標識を検出したとき、自走式装置は、装置に割り当てられたベ
ース・ステーションに走行して戻り、ベース・ステーション内またはベース・ステーショ
ン上において、自走式装置は滞留位置内に留どまることが好ましい。このようなベース・
ステーション内において、装置側の蓄電池を充電すること、および／または床掃除機とし
ての装置の形態において場合により設けられている集塵容器を空にすること、が行われる
ことが好ましい。静止位置への装置の走行を開始させる標識がもはや装置により検出され
なかったときは直ちに、装置の走行方式ないしは掃除方式が開始されることがさらに好ま
しい。その後に、床掃除機として形成された装置がその掃除走行を開始し、場合により掃
除走行が遮断された場所において前に遮断された掃除走行を継続する。
【００１３】
　好ましい形態において、検出された標識が、好ましくは検出された記憶されている標識
が、さらに好ましくは検出された記憶されていない標識もまた指示され、このために、さ
らに、装置が対応するディスプレイ等を有していることが好ましい。これに関して、さら
に、所定の時間にわたって検出された複数の検出された標識の可能な指示が好ましく、こ
れにより、ユーザが、あとから、例えば数日間に検出された標識を見ることもまた可能で
ある。測定された複数の標識を指示するために、ディスプレイはスクロール指示装置を有
していてもよい。例えば移動無線電話により、検出された標識のリストがリモートで呼出
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し可能であることもまた好ましい。
【００１４】
　さらに、指示された標識の確認により、不揮発性メモリ内への標識の記憶が実行可能で
あることが好ましい。即ち、特に有資格者に割り当てられている送信装置標識は、揮発性
メモリ内に、さらに場合により自走式装置の特定作動方式と関連させて記憶可能である。
さらに、記憶されているこのような標識が、不揮発性メモリから消去可能であることもま
た好ましく、この場合、不揮発性メモリへの各係合（標識の記憶または消去）が好ましく
は有資格者によってのみ実行可能であることが好ましく、このために、例えば対応するパ
スワード等の入力が必要である。このような資格は、さらに、ユーザにより携帯された、
記憶されている標識を有する送信装置による識別のみによって存在していてもよく、この
場合、さらに、例えば、これに関して送信装置がマスタ標識を有している。
【００１５】
　他の形態において、装置の操作の開始が、信号の特定の強度に応じて行われることが好
ましい。強度に応じて、自走式装置と、標識を送信する送信装置との間隔を決定すること
が好ましい。それに対応して、好ましくはアルゴリズムを介して、さらに好ましくは装置
内部の周辺マップを利用して、検出された標識を送信した送信装置が例えば隣の部屋内に
存在するか、またはさらに遠くに存在するか、さらに例えば住居またはハウスの外に存在
するか、が決定可能である。これに応じて、自走式装置は作動する。即ち、隣の部屋内に
既知の送信装置の存在を特定したとき、例えば送信装置を有してそこに存在する者を妨害
しないために、自走式装置はこの部屋を走行しないことが好ましい。さらに例として、住
居の外に既知の送信装置の存在を特定したとき、静止位置への装置の走行を開始可能であ
る。ある時間内における同じ既知の標識の間欠的検出およびこの場合信号の強度を介して
決定された送信装置との間隔により、送信装置を携帯する者が自走式装置の付近にいるか
、またはそれから離れているか、がさらに特定可能であり、このことは、一方で、装置の
異なる作動方式を呼び出すことが好ましい。上記のアラーム機能に関して、信号強度に基
づいて住居またはハウス内に既知でない送信装置の存在の特定が推測されたときにはじめ
て、アラーム機能が作動されることがさらに好ましい。
【００１６】
　さらに好ましい形態において、装置が、特に時刻および日付のような実際時間データの
決定装置を有し、この場合、検出された標識に、特に検出され且つ記憶されていない標識
に、実際時間データが割り当てられることがさらに好ましい。それに対応して、装置が、
電子装置内に、日付／時刻モジュールを備えていることが好ましい。電子装置は、この場
合、装置が、特に移動式送信装置の標識を検出するごとに、モジュールから得られた日付
および時刻を割り当てるように設計されている。
【００１７】
　装置が、周辺の間取図を、即ち、特に、例えば装置を最初に使用する前にまたはその代
わりにユーザにより案内された学習走行中に自動的に形成され、装置内に記憶された、領
域例えば住居の間取図を、有するように設計されていることが好ましい。このような間取
図と、および物体を検出するための、上記の非接触作動および／または接触作動するセン
サ装置と、を利用し、装置の電子装置を介して、周辺内の一義的な位置決めが可能となる
。標識を検出したとき、検出時点に間取図から決定された間取図データが標識に割り当て
られることが好ましい。この関係において、間取図から、計算された位置データが導かれ
、この位置データが標識の検出位置を表わすことがさらに好ましい。好ましい一形態にお
いて、位置データは、装置メモリ内に記憶された部屋名（例えば寝室、居間等）またはユ
ーザにより割り当てられ且つ決定された部屋番号である。さらに好ましい形態において、
検出された標識に、好ましくは座標の形の位置データが割り当てられる。
【００１８】
　さらに、標識と共に、割り当てられた時間データまたは割り当てられた間取図データが
、好ましくは不揮発性メモリ内に記憶されることが好ましい。それに対応して、検出され
た標識並びに標識の検出時点に関する時間データおよび／または検出時点における間取図
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データからなるデータ・セットが、データ・セットとして記憶されることが好ましい。こ
れらの支援情報は、特に既知でない即ち記憶されていない標識を検出したとき、したがっ
て結果としてアラームの場合を評価したとき、事故を明確にすることに寄与可能である。
【００１９】
　本発明は、さらに、好ましくは非接触作動および／または接触作動する、物体を検出す
るためのセンサ装置を備え、さらに、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗ－Ｌａｎ、Ｚ
ｉｇＢｅｅまたは他の無線伝送方法のような、さらにＵＭＴＳ、ＤＥＣＴ、ＧＳＭ（登録
商標）または他の移動無線基準のような、無線信号のための受信装置、および不揮発性メ
モリを備えた自走式装置、特に吸込／掃除ロボットのような床を清掃するための掃除機に
関するものである。
【００２０】
　当該タイプの装置は、方法に関して冒頭に記載されたのと同様に、既知である。
【００２１】
　物体を検出するための上記のセンサ装置に関しては、例えば、ドイツ特許公開第１０３
５７６３６Ａ１号、ドイツ特許公開第１０２００８０６１２５９Ａ１号、ドイツ特許公開
第１０２００８０１４９１２Ａ１号およびドイツ特許公開第１０２００９０２３０６６Ａ
１号が参照される。間取図の確認および／または作成に関して、および／または走行方式
に関しての上記の形態は、例えば、ドイツ特許公開第１０２００９０４１３６２Ａ１号、
ドイツ特許公開第１０２００９０５９２１７Ａ１号、ドイツ特許公開第１０２０１０００
０３１７Ａ１号、ドイツ特許公開第１０２０１００００１７４Ａ１号およびドイツ特許公
開第１０２０１００１７６８９Ａ１号から既知である。ここで、これらの特許出願の特徴
を本発明の特許請求の範囲内に含めることを目的として、これらの特許出願の内容は全て
本発明の開示内に含められるものである。
【００２２】
　上記の従来技術を考慮して、本発明の技術的課題は、さらに好ましくは装置の個々の機
能の相乗効果を利用して、当該タイプの自走式装置を改善することにある。
【００２３】
　この課題の可能な解決は、特定の送信装置を識別する標識を、記憶されている標識とし
て受信するか、または記憶されていない標識として受信するかに応じて、装置の異なる操
作が開始可能であることが意図されている、自走式装置における、第１の本発明による考
え方により与えられている。このために、好ましくは装置内に、さらに特に好ましくは装
置内に設けられている不揮発性メモリ内に、特に、例えば移動無線番号、ＩＰ番号または
その他の標識の形の、無線伝送方法における標識を識別するための、特定の送信装置を識
別する標識が記憶されていることが好ましい。特定の移動無線装置から受信し且つそれを
識別するために、不揮発性メモリ内に、これに関する移動無線呼出番号等が記憶されてい
ることが好ましい。この場合、存在する自走式装置の個々の機能、即ちこのような無線信
号の受信が利用されている。このような信号は、装置による受信後、対応する評価ソフト
ウェアを利用して、不揮発性メモリ内に記憶されている標識と比較されることが好ましい
。このような比較により、自走式装置は、装置に既知の、および既知でない、好ましくは
Ｈａｎｄｙｓ、Ｎｏｔｅｐａｄｓ等のような移動式装置の間で区別することが可能であり
、この場合、送信装置により識別された標識に応じて、ユーザが意図的に送信装置により
信号を介して命令を伝達することなく、装置の異なる操作が開始可能である。即ち、特に
記憶されている標識を検出したとき、記憶されていない、したがって既知でない標識を検
出したときとは異なる装置の操作が開始可能であり、この場合、記憶されている、したが
って既知の１つの標識の検出は、記憶されている、したがって既知の他の標識の検出にお
いてとは異なる装置の操作を開始可能であることがさらに好ましい。提案された装置によ
り、特に装置のユーザまたは他人による、装置の操作を開始するために送信装置を介した
適切な命令発信は必要ではない。むしろ、自走式装置の受信領域内に送信装置が存在して
いるだけで十分である。それに対応して、提案された装置は、好ましくは送信装置の存在
にしたがってそれと共に行われる送信装置の標識の受信のみにより自走式装置の応答を可
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能にするが、さらに、既知の命令入力ないしは無線等を介しての無線命令入力との組み合
わせにおいてもまた、自走式装置の応答を可能にする。
【００２４】
　以下に、本発明のその他の特徴が、図面の説明においてもまた、しばしば請求項８の対
象またはその他の請求項の特徴との好ましいその関連において説明されている。しかしな
がら、これらの特徴は、請求項８またはその他のそれぞれの請求項の個々の特徴のみとの
関連においても、またはそれぞれ独立にもまた、重要である。
【００２５】
　即ち、好ましい一形態において、記憶されていない標識を検出したとき、アラーム機能
が作動可能なように設計されている。このアラーム機能は、好ましい一形態において、特
に有資格者による対応命令入力により、時間的に制限されて作動される。それに対応して
、送信装置の識別標識が装置の不揮発性メモリ内に記憶されていない送信装置の無線信号
が検出された場合、これは、この機能が働いているかぎり、自走式装置の周辺内に無資格
者が存在していると評価可能である。それに基づいて、例えば自走式装置が音響式および
／または光学式アラーム信号を出力することにより、アラーム機能が自動的に作動される
ことが好ましい。さらに好ましい形態において、自走式装置により作動化されたアラーム
機能によって、モニタ・カメラ等が、または場合により複数のこのようなカメラもまた作
動化され、これらのカメラの映像ないしはビデオ・ストリームが、自走式装置の外部の不
揮発性メモリ内に記憶可能であり、および／またはＳＭＳを介しておよび／またはEメー
ルを介して移動無線装置に伝送可能である。さらに、インターネット内においてライブ・
ストリームを介して固有の標識を有するゲートへの画像の伝送もまた可能である。アラー
ムにより伝達されるべき情報の伝送は、冒頭記載のように、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）、Ｗ－Ｌａｎ、ＺｉｇＢｅｅ、ＵＭＴＳ、ＤＥＣＴまたはＧＳＭ（登録商標）
のような同じ伝送方法により行われることがさらに好ましい。さらに、他の一形態におい
て、装置がディスプレイを備え、アラーム機能が作動したとき、ディスプレイ上に、記憶
されていない送信装置の標識の検出が、例えば対応するシンボルの表示および／またはシ
ンボルの点滅により、および／または検出された標識の表示、例えば伝送され且つ検出さ
れた移動無線番号等の表示によって指示可能である。
【００２６】
　さらに好ましい形態において、記憶されている標識を検出したとき、走行ルーチンが開
始可能である。それに対応して、記憶されている標識を検出したとき、自走式装置は、こ
の標識を、装置の周辺における有資格者および／または記憶されている適格性を有する送
信装置の標識として検出する。記憶されている標識を検出したとき、対応する評価ソフト
ウェアを利用して、自走式装置内に記憶されている走行ルーチンが呼出し可能である。こ
の場合、記憶されているいずれの標識が検出されたかには無関係に、特定の走行ルーチン
が開始可能である。代替態様として、不揮発性メモリ内に記憶されている複数の標識に場
合により異なる走行ルーチンが割り当てられている場合、記憶されている１つの標識を検
出したとき、場合により、記憶されている他の標識を検出したときとは異なる走行ルーチ
ンが開始可能である。
【００２７】
　記憶されている標識を検出したときに開始される走行ルーチンは、記憶されている標識
がその中で検出された部屋を離れることであることが好ましい。好ましくは記憶されてい
る周辺特に住居の間取図により、自走式装置は、種々の部屋を区別することが可能である
。記憶されている標識を検出したとき、それに対応して、自走式装置は、有資格者の存在
を検出することが可能である。自走式装置は、記憶されている標識を検出したとき、装置
が、記憶されている標識を送信した送信装置がその中に存在する部屋を走行せず、ないし
はこの部屋を離れるような形で応答することが好ましい。それに対応して、特に装置の揮
発性メモリ内に記憶されている識別標識の好ましくは反復された送信を有する送信装置を
携帯している者の存在に応じて、自走式装置の作動の適合が与えられている。自走式装置
は、それに対応して、装置が、例えば床を清掃するための掃除走行ルーチンを呼び出した
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時点に、プログラミングされる必要はない。提案された方法により、むしろ、装置は、有
資格者が家庭内にいつ存在するか、ないしは記憶されている送信装置を自身で操作する者
がその場からいついなくなるかを検出する。後者の場合、装置は、好ましくは自動的に、
例えば掃除ルーチンをスタートさせる。
【００２８】
　記憶されている標識を検出したとき、さらに特に、検出された記憶されている標識と共
にそのような走行ルーチンが記憶されている場合、装置の、静止位置への走行が開始可能
である。即ち、記憶されている標識を検出したとき、自走式装置は、装置に割り当てられ
たベース・ステーションに走行して戻り、ベース・ステーション内またはベース・ステー
ション上において、自走式装置は滞留位置内に留どまることが好ましい。このようなベー
ス・ステーション内において、装置側の蓄電池を充電すること、および／または床掃除機
としての装置の形態において場合により設けられている集塵容器を空にすること、が行わ
れることが好ましい。静止位置への装置の走行を開始させる標識がもはや装置により検出
されていないときは直ちに、装置の走行方式ないしは掃除方式が開始可能であることがさ
らに好ましい。その後に、床掃除機として形成された装置がその掃除走行を開始し、場合
により掃除走行が遮断された場所において前に遮断された掃除走行を継続する。
【００２９】
　さらに好ましい形態において、装置は、実際時間データ、特に時刻および日付の決定装
置を有している。この決定装置は、さらに好ましくは装置側の電子装置内に組み込まれて
いる日付／時刻モジュールであることが好ましい。さらに好ましい形態において、このよ
うな日付／時刻モジュールが、特定の時点に装置を作動化ないしは非作動化するために利
用されていることもまた好ましい。特定の場合、実際に決定された時間データは時間スタ
ンプとして使用されてもよい。
【００３０】
　この関係において、さらに好ましくは、装置が、検出時点に決定された、時間データお
よび／または装置内に記憶されている間取図の間取図データと共に、検出された標識を記
憶するために、好ましくは不揮発性メモリを有するとき、それが有利であることは明らか
である。それに対応して、特に、場合によりアラーム機能を作動させる、記憶されていな
い標識を検出したとき、データ・セットがメモリ内に記憶されることが好ましい。このよ
うな記憶されていない標識のみならず、記憶されしたがって既知である標識もまた、発生
された時間スタンプと共に、データ・セットとしてメモリ内に記憶されることが好ましい
。装置が、冒頭記載のように、特に周辺の間取図を備えている場合、さらに好ましい一形
態において、その代わりに、さらに好ましくは時間スタンプと組み合わせて、周辺内の装
置の位置データもまた、検出された標識と共に記憶可能である。データ・セットのこれら
の支援情報は、例えばアラームの場合の評価において、事故を明確にすることに寄与可能
である。
【００３１】
　自走式装置に関連する補足特徴または代替特徴に関して、装置の請求項との関連に対し
て、方法に対する特徴に関して上で説明されたものと同じことが適用される。
【００３２】
　以下に、本発明が、一実施例のみを示した添付図面により詳細に説明されている。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、送信装置から送信された標識を検出したときにおける、住居内の床を清
掃するための掃除機の形の自走式装置の略斜視図を示す。
【図２】図２は、図１の状況の略平面図を示す。
【図３】図３は、無線信号の走査およびデータ取得に関するプログラム流れ図を示す。
【図４】住居全体を清掃するための装置の作動方式に関するプログラム流れ図を示す。
【図５】個々の部屋の清掃に関する、図４に対応するプログラム流れ図を示す。
【発明を実施するための形態】
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【００３４】
　はじめに、図１により、吸込／掃除機の形の、さらに自走式家庭用床掃除機の形の装置
１が示され且つ説明されている。装置１は、掃除されるべき床２の方向に下側に向けられ
たシャシ、電動駆動走行車３、並びに好ましくはシャシ底部の下端縁から突出する、同様
に電動駆動されるブラシを有している。シャシは装置フード４により上から被覆され、こ
の場合、装置１は円形平面図を有している。吸込／掃除機としての装置１の形態に関して
は、例えばドイツ特許公開第１０２４２２５７Ａ１号が参照される。したがって、この特
許出願の内容は、全て、本発明の開示内に含められ、この特許出願の目的、特徴に関して
もまた本発明の特許請求の範囲内に含められる。
【００３５】
　さらに、図示されてはいないが、装置１は、ブラシに追加してまたはこの代わりに吸込
開口を有していてもよい。この場合、装置１内に、さらに、電気で運転される吸込ファン
・モータが配置されている。
【００３６】
　走行車３の電動機のための、ブラシの電動駆動のための、場合により吸込ファンのため
の、およびさらには装置１内にその制御のために設けられている他の電子装置のための、
装置１の個々の電気部品の電気供給は、図示されていない再充電可能な蓄電池を介して行
われる。
【００３７】
　装置１はさらに好ましくはセンサ装置５を備えている。センサ装置５は装置１の装置フ
ード４の上側に配置され、且つ同時に装置１の中心垂直軸線でもある垂直軸線ｘの周りに
回転可能である。センサ装置５は三角測量システムから構成されていることが好ましい。
【００３８】
　三角測量システムは光学システムであり、この場合、一形態において、送光器は、光源
の形に、さらにはＬＥＤまたはレーザ・ダイオードの形に設計されていることが好ましく
、このときさらに、光源は単色光を放射するが、さらに好ましくは人には見えない光例え
ば赤外光であってもよい。さらに、三角測量システムは受光器を有し、受光器はさらに感
光素子の形であることが好ましい。感光素子は、例えば、好ましくは線形構造即ち一次元
構造のＰＳＤ素子であり、またはＣＣＤ素子あるいはＣＭＯＳ素子であってもよい。感光
素子の手前に設けられた受光レンズもまた受光器の構成部品であることがさらに好ましい
。
【００３９】
　上記のセンサ装置５によりはじめに障害物の検出が実行可能であり、これにより、装置
１は床２上においてないしはその周辺内において衝突することなく移動可能である。さら
に、センサ装置５を介して、周辺の周囲の走査が可能であることがさらに好ましく、この
場合、このとき決定された周辺内の障害物および物体さらには壁との間隔値は間取図の作
成のために利用され、この間取図は装置１内に蓄積且つ記憶される。間取図は、さらに、
代替態様または補足態様として、ユーザにより行われた装置１の最初の学習走行の範囲内
において作成されてもよい。記憶されている間取図および好ましくはセンサ装置５による
周辺の走査により、装置１は、その周辺ないしは間取図内の自身の位置を一義的に決定す
ることが可能である。
【００４０】
　装置１を制御するために、例えば命令伝送のために、さらに例えば装置１を作動化／非
作動化するために、赤外線インタフェースまたは超音波インタフェースが設けられている
ことがさらに好ましい。
【００４１】
　装置１に情報を伝送するために、装置１は、前記の光センサまたは超音波センサと組み
合わせて無線アンテナ６を有することが好ましい。無線アンテナ６は、装置内の受信装置
７と結合されている。受信装置７は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗ－Ｌａ
ｎ、Ｚｉｇ　Ｂｅｅまたは他の無線伝送方法のような、さらに例えばＵＭＴＳ、ＤＥＣＴ
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、ＧＳＭ（登録商標）または他の移動無線基準のような、無線信号を検出するための装置
であることが好ましい。受信装置７は、上記のタイプの複数の異なる信号を受信するのに
適していることが好ましい。例えば移動無線電話またはＮｏｔｅｐａｄｓのような対応す
る信号受信装置に、またはさらにＷ－Ｌａｎを介しての無線結合により、対応するインタ
ーネット結合を介して、装置により走行される空間の外部に存在していてもよいコンピュ
ータに、例えば情報を無線伝送するために、無線アンテナ６を有する受信装置７は、この
ような無線信号のための送信装置と組み合わされていてもよい。
【００４２】
　上記の受信装置７の配置により、装置１は、対応する無線信号を、例えば遠隔操作によ
り受信することが可能であり、この遠隔操作を介して、ユーザは、特に走行および／また
は床の清掃のための命令を意図的に伝送可能である。さらに、このような遠隔操作により
、特に間取図の作成等のための学習走行の範囲内において、例えば装置１の遠隔走行制御
もまた可能となる。
【００４３】
　さらに、装置１は、受信装置７により、例えば遠隔操作のキー操作等によりユーザによ
って意図的に送信されない、連続的または反復する無線信号を受信することもまた可能で
ある。特に反復するこのような信号を、特に移動電子装置が送信し、移動電子装置は、送
信された信号を利用して付属のネットワーク内に入り込むかまたは入り込むことを試みる
。即ち、例えば移動無線電話は反復して無線信号を送信し、この信号は、移動無線ネット
ワーク内に正常に入り込むために、送信装置８を識別するための識別標識を含む。このよ
うな無線信号は、例えばＵＭＴＳ、ＤＥＣＴまたはＧＳＭ（登録商標）のような既知の移
動無線基準に準拠する。移動無線電話の形の送信装置８の識別標識は、特に移動無線電話
番号である。
【００４４】
　他の無線送信装置８は例えばＮｏｔｅｂｏｏｋｓまたはＮｏｔｅｐａｄｓであり、Ｎｏ
ｔｅｂｏｏｋｓまたはＮｏｔｅｐａｄｓは、特に、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）また
はＷ－Ｌａｎを介して対応する無線信号を送信することにより、コンピュータ・ネットワ
ーク内に入り込むこと、ないしはこの結合を保持することを試みる。この場合もまた、各
送信装置８の識別標識が送信され、この標識は、例えばＮｏｔｅｐａｄｓの形の送信装置
８の場合にはＩＰ番号である。
【００４５】
　装置１の周辺内において送信された、識別標識を含む信号Ｓの上記の受信の可能性は、
装置１の作動方式および走行方式に影響を与えるために利用されている。
【００４６】
　即ち、装置１は、さらに、既知の送信装置８を識別するための１つまたは複数の標識が
その中に記憶されている不揮発性メモリを備えている。
【００４７】
　不揮発性メモリ内に記憶されるべきこれらの標識は、ユーザにより、例えばキー操作入
力により（場合により、装置１に付属された遠隔操作等を介して、さらに例えば有線結合
または無線接続されたパソコンを介して）入力されてもよい。これに関して、装置１が記
憶されるべき標識を自動的に検出し且つ記憶する方法が好ましい。このような方法が例え
ば図３内のプログラム流れ図に記載されている。
【００４８】
　即ち、装置１の最初の使用前が好ましいが、場合によりユーザによって例えば実行され
たリセット後であってもよい、装置１により走行されるべき、好ましくは清掃されるべき
周辺例えば住居の走査が、場合により記憶されるべき信号に従って行われる（図３のプロ
グラム点Ａ１はこのようなプログラムのスタートを表わす）。装置１は、対応する命令入
力に従って、信号Ｓを走査し且つ信号Ｓからデータを取得するために、好ましくは自動的
に、好ましくは周辺特に住居の記憶されている間取図を利用して、装置に既知の周辺を通
過して走行し、且つこのとき、受信装置７により、受信装置７がそれに調整されている伝
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送方法に対応する全ての信号Ｓを記録する。この場合、信号Ｓを介して同時に提供された
、装置１の周辺内において検出された送信装置８の識別標識が検出され、且つ好ましくは
はじめに、場合により揮発性メモリ内に記憶される（プログラム点Ａ２）。
【００４９】
　検出され且つはじめに好ましくは一時的に記憶された、周辺の走行の範囲内で装置１に
より検出された信号の標識は、その後に、はじめにユーザに指示されることが好ましい（
プログラム点Ａ３）。このために、装置１に、装置フード４の屋根に配置されたディスプ
レイ９が設けられていることが好ましい。これに関して、ユーザによって操作されるべき
、例えばコンピュータまたは装置１に既知の移動無線装置のような読取装置への、検出さ
れた標識の無線伝送が、またはこの場合、場合により有線伝送もまた考えられる。これに
関して、ユーザは、はじめに装置１内に好ましくは一時的に記憶された標識がそれを介し
て呼出し可能且つ指示可能なアプリケーションを有する移動無線装置を利用してもよい。
ユーザは、その後に、装置１に対して既知の標識として装置１の不揮発性メモリ内に記憶
されるべき標識を選択することが好ましい（プログラム点Ａ４）。
【００５０】
　装置１内の対応するソフトウェアは、その後に、選択された標識、例えばユーザに既知
の操作番号および／またはＩＰ番号を、信号データ・バンクを表わす不揮発性メモリ内に
記憶する（プログラム点Ａ５）。
【００５１】
　その後に、標識の走査およびデータ取得のためのプログラムが終了され（プログラム点
Ａ６）、このあとに、予め検出されたがユーザによって確認されなかった標識が消去され
ることが好ましい。
【００５２】
　それぞれの標識の記憶によってそれ以後装置１に既知になった送信装置８に、それに対
応して、装置１の必要な作動方式および／または走行方式が割り当てられていることが好
ましい。これに関して、好ましい一形態においては、特にプログラム点Ａ４において、ユ
ーザが、ユーザに既知の標識の選択において、同時に、各標識に、装置１の作動方式およ
び／または走行方式を割り当てるように設計されている。即ち、例えば、家族のひとりの
移動無線電話の標識に、装置１が、この標識を検出したとき、対応する送信装置８が位置
している部屋を走行しないように、且つ場合により清掃しないようにさせる作動方式が割
り当てられている。他の家族の送信装置８の標識には、例えば、装置１が、それに対応し
てこの標識を受信したとき、場合により開始された清掃作業を中断するか、ないしは開始
しないようにする方式が割り当てられていてもよい。
【００５３】
　図４に、既知の標識が検出されなかったときにおいてのみ、全周辺、例えば全住居また
は１軒の家の掃除が行われるべきであるプログラムの一例が示されている。
【００５４】
　プログラム点Ｂ１において、住居の清掃プログラムがスタートする。即ち、好ましくは
所定の時刻に、さらに好ましくは、特に装置側の蓄電池の充電を行い且つ場合により装置
側の集塵容器を空にするベース・ステーション１０を離れてから、装置１はプログラムを
スタートさせる。
【００５５】
　装置１は、その後に、はじめに、装置１に既知の周辺（例えば住居）内において、それ
に対応して不揮発性メモリ内に記憶されている信号ないしは標識を探し求める（プログラ
ム点Ｂ２）。
【００５６】
　プログラム点Ｂ３において、送信装置８例えばユーザにより携帯された移動無線電話（
図１参照）の既知の標識が検出されたとき、装置１は、好ましくは清掃作業を行うことな
く、装置１がベース・ステーション１０に戻って静止位置内に走行することにより、プロ
グラムを終了させる（プログラム点Ｂ４）。
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【００５７】
　これに対して、既知の標識が検出されなかったとき、装置は、装置１内に記憶されてい
る清掃／走行方式に従って、好ましくは全住居の床の掃除をスタートさせる。この場合、
装置１特に受信装置７は、同時に、さらに、既知の標識を有する信号を探し求めて周辺を
モニタリングする（プログラム点Ｂ５）。このとき、それに対応して不揮発性メモリ内に
記憶されている既知の信号Ｓないしは標識が検出されたとき（プログラム点Ｂ６）、装置
１は清掃モードを終了させ（プログラム点Ｂ７）且つその後に自動的にベース・ステーシ
ョンに走行して戻る（プログラム点Ｂ４）。
【００５８】
　清掃走行中に既知の標識が検出されなかった場合、プログラム技術的に、さらに、周辺
の床の清掃が全て終了されたか、または装置側の蓄電池の充電が必要であるかどうかの問
い合わせが行われる（プログラム点Ｂ８）。これに応じて、装置１は、自動的にベース・
ステーション１０に走行して戻るか、またはプログラム点Ｂ５において床の清掃を継続す
る。
【００５９】
　提案されたプログラム流れ図の代わりにおよびこれと組み合わせてもよいが、プログラ
ム点Ｂ３および／またはＢ６の場合において、不揮発性メモリ内に記憶されてなく、した
がって既知でない標識が検出されたとき、アラーム機能が作動されてもよく、アラーム機
能は、例えば装置１において音響式または光学式アラームを発生することにより、または
対応する無線伝送によって例えば装置１が存在するハウス内に取り付けられたアラーム装
置により作動されてもよい。さらに、外部装置への、例えば記憶されている標識を有する
移動無線電話へのアラームの無線伝送もまた可能であり、および／またはカメラの画像が
好ましくはユーザにまたはモニタ装置に伝送される、周辺内の１つまたは複数のカメラの
作動化もまた可能である。
【００６０】
　この関係において、さらに、好ましくはアラーム機能を作動可能な既知でない標識を検
出したとき、この標識に追加して、特に日付および時刻のような実際の時間データが、時
間スタンプの形で、検出された標識に割り当てられるとき、それが有利であることは明ら
かである。これらのデータは、全て、データ・セットの形で装置の不揮発性メモリ内に記
憶されることが好ましい。それに対応して、あとから、どの時点にどの標識が検出された
かを調査することが可能である。これに関して、さらに、標識特に既知でない標識の検出
時点における位置データもまた決定され、且つ標識と共に、場合により時間データに追加
して、記憶されることが好ましい。この場合、位置決定は、装置内に記憶されている周辺
の間取図を利用して行われることが好ましく、この場合、センサ装置５を利用して記憶さ
れている間取図と比較することにより、周辺内の正確な位置決定が達成される。好ましく
は標識と共に記憶された、標識の検出時点における位置データは、記憶されている部屋名
または特定された部屋番号であることが好ましい。さらに、位置データに、間取図内の実
際座標が記憶されてもよい。
【００６１】
　図５に、本質的に図４に記載のプログラム流れ図を基礎にしているが、ここでは全周辺
特に全住居の掃除を行わないで、むしろ個々の部屋の掃除を相前後して行うプログラム流
れ図が示されている。
【００６２】
　即ち、プログラム点Ｂ２において、それに対応して、装置１がその中に存在する部屋な
いしは装置１がその中に入り込もうとしている部屋内において、標識を含む信号Ｓの走査
のみが行われる。この場合、受信装置７を介して、場合により既知の、それに対応して記
憶されている標識を有する信号Ｓのみならず、さらに送信装置８の装置１に対する相対距
離を推測させる信号強度もまた検出される。
【００６３】
　それに続くプログラム点Ｂ３において、それに対応して、既知の標識を有する、所定の
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たとき、プログラム点Ｂ５において部屋の清掃がスタートないしは継続され、同時に部屋
の継続走査が行われて、対応する信号を受信したかどうかが問い合わされることがさらに
好ましい（プログラム点Ｂ６）。
【００６４】
　プログラム点Ｂ８において全周辺内即ち例えば全住居内の清掃作業の終了（および／ま
たは必要な蓄電池の充電）が問い合わされる一方で、プログラム点Ｂ８およびＢ５の間に
挿入されたプログラム点Ｂ９において、装置１がその中に存在する部屋の掃除が完了した
かどうかが問い合わされる。これが肯定の場合、装置１は好ましくは掃除されるべき次の
部屋内に自動的に走行し（プログラム点Ｂ１０）、およびその後に、プログラム点Ｂ２に
おいて、所定の信号強度内にある既知の信号Ｓを求めて、この部屋の走査を改めて開始す
る。
【００６５】
　開示された全ての特徴は（それ自身）発明の進歩性を有している。したがって、付属の
／添付の優先権資料の開示内容（先行出願のコピー）もまた、これらの資料の特徴を本出
願の請求の範囲内に組み込むことを目的として、その内容が全て本出願の開示内に含めら
れるものである。従属請求項は、特にこれらの請求項に基づいて部分出願を可能にするた
めに、自由に選択できる併記されたその文章内において、独自に発明力のある従来技術の
変更態様を示している。
【符号の説明】
【００６６】
　　１　装置
　　２　床
　　３　走行車
　　４　装置フード
　　５　センサ装置
　　６　無線アンテナ
　　７　受信装置
　　８　送信装置
　　９　ディスプレイ
　　１０　ベース・ステーション
　　Ａ１－Ａ６　プログラム点
　　Ｂ１－Ｂ１０　プログラム点
　　Ｓ　信号
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